
（※）出向元向けリーフレット 

・産業雇用安定センター青森事務所に

ご連絡ください。（連絡先は裏面） 

・訪問等によりご相談しながら、出向

先企業とのマッチングをお手伝いしま

す。 

 

 

・ガイドブック、リ-フレットをご覧ください。 
厚生労働省 HP 

 

 

 

・青森労働局職業対策課 

（017-721-2003）にご連絡ください。 

 
 
 
 
 

産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）を 

活用して従業員の雇用を守りませんか？ 
新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、 

在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対し 

て助成します。 

長期間の休業による従業員の方のモチベーションの低下を防ぎたい、従業員の方に他業種

等での経験を積ませてキャリア形成・能力開発につなげて、会社全体のレベルアップを図りたい

等の事業所の方は利用をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 在籍 

新型コロナウイルス感染症の影響で、従業員の方を 

休業させている・させたい事業主の皆様へ 

・出向先企業を探したい。 

・出向契約の結び方を知

りたい。 

・在籍型出向について 

知りたい。 

・産業雇用安定助成金に

ついて知りたい。 

 

 

厚生労働省 青森労働局・ハローワーク 
 



（※）出向元向けリーフレット 

（公財）産業雇用安定センターでは 

「在籍型出向」のマッチングを無料で支援しています 

産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を支援することにより「失業なき労働移動」を

実現するため、1987 年に国と事業主団体などが協力して設立された公益財団法人です。 

設立以来、23 万件以上の出向・移籍の成立実績があります。 

 コロナの影響で一時的に雇用過剰となった企業が労働者の雇用を守るために、人手不足等の企業との間で

在籍型出向を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行います。 

 全国 47 都道府県にセンターの事務所があり、企業の相談に応じています。 

お問い合わせ先 
 

 

マッチング支援の流れ 

 

産業雇用安定センターのホームページをご覧ください 

青森事務所 
〒０３０‐０８０１ 青森市新町１－２－１８ 青森商工会議所会館４階 

電話 ０１７‐７７７‐８７０２ FAX ０１７－７７７－８６８８ 

出向元企業 
在籍型出向を活用し、一時的に労働者を出向させて雇用維持を図りたい企業 

産

業
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送出情報 
の収集 

受入情報 
の収集 

事業所訪問など

により送出情報

や受入情報を収

集 

出向元と出向先との

間で、出向に関する

諸条件を事前に話し

合いの場を設定 

✓ 出向期間や出向期間中の賃金・ 
労働時間等の労働条件等の明示 

✓ 出向対象労働者の選定・募集 
✓ 出向対象労働者の同意や労働組合 

との合意 
✓ 就業規則等に出向規定を整備 

など 

STEP３：職場見学 

出
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締
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STEP ５ 

STEP１：情報収集 STEP２：企業間面談 

【社内手続き】 

出向元の人事労務担当者、

出向対象労働者や労働組合

に、出向先の職場や職務内

容、勤務時間の実態などの

職場見学の場を設定 

✓ 出向期間や職務内容の規定 
✓ 賃金負担などの取り決め 
✓ 勤務時間や時間外労働など 

労働条件の明確化 
✓ 社会保険等の取り扱い など 

出向先企業 
在籍型出向を活用して、一時的に人材を確保したい企業 

マッチング 職場見学 
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